
東串良町企業版
ふるさと納税
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東串良町

企業

国

内閣府

寄附

証明書発行

税額控除

計画認定

実績報告

制度の流れ

制度のポイント

1回あたり

の寄附が対象

に本社が所在する

企業が対象

寄附企業への

経済的な見返りは

企業と地域の力をひとつに

いまだからこそ「ふるさと納税」

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは

　企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに

対して企業が附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

　地方創生のさらなる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高め

る観点から制度が見直され、損金算入による軽減効果（寄附額の約3割）と合わせ

て、最大で寄附額の約9割が軽減され、企業の実質的な負担が約1割まで圧縮され

る仕組みとなっております。

10万円以上
東串良町以外

禁止



パートナーシップ

地方公共団体との

新たなパートナーシップ

の構築

SDGsの達成など

企業としてのPR効果

社会貢献
新事業展開

地方資源などを活かした

新事業の展開

全体寄付額

税額軽減最大で９割、実質負担１割に

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減されます。

①法人住民税　寄附額の4割を税額控除。（法人住民税法人税額の20％が上限）

②法人税　　　法人住民税で4割に達しない場合、その残高を税額控除。

　　　　　　　ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）

③法人事業税　寄附額の2割を税額控除（法人事業税額の20％が上限）

損金算入（約3割）
国税+地方税

（2割）
法人住民税+法人税

（１割）
法人事業税

（４割）
企業負担

損金算入（約3割）
国税+地方税

（4割）
法人住民税+法人税

（2割）
法人事業税

（1割）
企業負担

拡充（税額控除2割）

企業のメリット



　・ひがしくしら魅力発信事業
　・地産地消グルメ開発事業
　・柏原海岸総合整備事業
　・キャンプ場等整備事業
　・ひがしくしらおもてなしプロジェクト　等

具体的な事業例

イイ 『選ばれるまちパワーアップ戦略事業』

地域特性を活かした交流事業を推進するとともに、町の魅
力を積極的に発信して、選ばれる町の機会創出を図りま
す。町の魅力発信や地域資源を活用したご当地グルメ、体
験交流プログラムを創出し、観光客等の交流人口増加を目
指すとともに、人口流出抑制、U・Iターン者の確保を推進
します。

アウトサイドフェスティバル

「 ひ と 」 「 ま ち 」 「 仕 事 」 を つ な ぐ

経済・社会・環境の三側面から

地方 創生の深化につなげます



アア 『産業力パワーアップ戦略事業』

ウウ 『地域子育て力パワーアップ戦略事業』

エエ 『豊かな暮らしパワーアップ戦略事業』

具体的な事業例

　・多子世帯ファミリーカー購入助成事業
　・奨学金無償化事業
　・ふるさと教育事業
　・世界で活躍できる子を育てる町事業　等

具体的な事業例
　・集落支援員活用事業
　・町内交通網改善事業
　・「小さな拠点」形成
　・柏原大相撲活性化事業
　・大隅地域の市町村連携による取組推進

町の未来を拓く子どもたちの健やかな成長
のため、子育てと教育環境を充実させると
ともに、町全体で「ふるさと東串良」を愛
する子どもたちを育てます。

地域の活力を生み出すために、農業、畜産
業、漁業、商工業の活性化に向けた支援を
推進するとともに、地域資源を活かした新
たな雇用の場、事業の場を創出します。

自助、共助、公助の連携により、どのライ
フステージにおいても、快適に住み続ける
ことができる東串良町の確立を図ります。

柏原大相撲

　・新規就農者、新規就漁者支援事業
　・事業継承支援事業
　・起業支援事業
　・松原環境保全清掃維持管理事業
　・松葉有効活用循環型事業　等

具体的な事業例

包括連携協定調印式

池之原小学校創立130周年記念バルーンリリース

地 域 創 成 プ ロ ジ ェ ク ト



緑が香る 潮が香る 歴史が香るまち

東串良町

【お問い合わせ先】

東串良町役場企画課企画広報係

〒893-1693　鹿児島県肝属郡東串良町川西1543

TEL:0994-63-3122　FAX:0994-63-3138

E-mail:kikaku@higashikushira.com


